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清浄な水を供給することは、水道事業者の最も基本的な使命であり、様々な項目の水質検査に

より水質の安全を確認しています。 

長野県企業局では、水道事業の透明性を確保するため、需要者の皆様のご意見を伺ったうえで

「水質検査計画」を定め、効率かつ合理的な水質検査を実施し安全の確認を行います。 

 

 

１ 基本方針 

(1)  水質検査は、原則として水道用水を供給する区域の最も遠い配水池を検査箇所とします。ただし

山形村への供給水については、浄水場に近く水質変化が比較的少ないことから、本山浄水場出口で

の浄水を検査箇所とします。その他浄水場や水源においても検査を実施します。 

 

(2)  水質検査は、水道法で検査が義務づけられている項目（水質基準項目及び毎日検査項目）と水質

管理上必要と判断した項目（水質管理目標設定項目及び独自に検査を行う項目）について実施しま

す。 

 

(3)  水質検査は、規定されている頻度以上で実施します。 

 

(4)  検査の項目や頻度の省略が可能な検査であっても、高い安全性を維持するため項目や頻度の省略

は行いません。 

 

(5)  水質検査計画及び検査結果は公表し、透明性を確保します。 

 

 

２ 水道用水供給事業の概要 

 水道用水供給事業の概要は表１のとおりです。 

 

表１ 水道用水供給事業の概要                 （平成 31年 3月 31日現在） 

事業体の名称 長野県営水道（用水供給事業） 

用水供給区域 松本市、塩尻市、山形村 

事業計画１日最大給水量 81,000ｍ3/日 

浄 水 場 名 本山浄水場 

所  在  地 塩尻市大字宗賀字本山 5225－１ 

水     源 奈良井川表流水 

平成 30 年度最大取水量 84,137ｍ3/日 

浄水能力（日最大） 86,400ｍ3/日 

浄水処理方法 

① 凝集沈殿（ポリ塩化アルミニウム） 

② 生物等の処理、有機物と無機物の酸化(次亜塩素酸ナトリウム） 

③ 急速ろ過 

④ 塩素消毒（次亜塩素酸ナトリウム） 
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３ 水源の状況 

水源の状況は表２のとおりです。この状況を踏まえ浄水場では、適正な浄水処理と水質検査を行っ

て、安全な水を供給します。 

 

 表２ 水源の状況 

水  源 奈良井川表流水 （塩尻市片平） 

現在の状況 

上流に集落があり、有機物の監視が重要となっています。 

また、国道 19 号が奈良井川と平行しており、車両事故による油類等の

流入が懸念されるため、取水場での油分計、水質安全モニターによる早

期発見と油吸着マット等による緊急対応の体制整備等を行っています。 

水質は、一般細菌が短期的にやや増加傾向にありますが、有機物は依

然低く推移し、概ね良好な状態です。 

原水の汚染要因 

・降雨による増水 

・流出事故等による油類 

・奈良井ダム湖における夏場の藻類発生 

・上流の生活排水等 

水質管理上 

注意すべき項目 

濁度・臭気物質・油分・アンモニア態窒素・有機物 

クリプトスポリジウム及びジアルジア 

 

４ 採水の場所（表３及び別図参照） 

(1) 用水受水地点 

   松本市、塩尻市の用水供給における受水施設となっている配水池のうち、浄水場から最も遠い配水

池の手前にある柿沢計量器室、茶臼山計量器室の２箇所で、水道法に定める水質基準項目（51 項目）、

毎日検査項目（色、濁り、残留塩素濃度）検査のための供給水を採水します。ただし山形村への供

給水については、浄水場に近く水質変化が比較的少ないことから、本山浄水場出口（浄水）で採水

します。 

 

(2) 浄水場 

   適正な浄水処理を行うため、浄水場入口（原水１

箇所）、浄水処理過程における沈殿池出口（処理水２

箇所）、ろ過池出口（ろ過水３箇所）、浄水場出口（浄

水）の計７箇所で採水します。 

 

(3) 水源 

  ① 水源の水質状況を把握するため、河川水について、

取水口の他に上流４地点の計５箇所で採水します。 

                       

  ② 水源となる奈良井ダム湖水について、湖心の表 

   層及び水深５ｍ～20ｍ（５ｍ毎）について採水         

します。  

 

  ③ 生活排水の影響を把握するため、２箇所の集落排水河川（支川）及び贄川農業集落排水の計３箇 

   所で採水します。 

 

本山浄水場 
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表３ 採水地点  

用水受水地点 

（給水地点） 

 

 

 

・水道法で定める毎日検査項目 

・水道法で定める水質基準及び水質管理目

標設定項目 

・水道法に定められてはいない企業局独自

の検査項目 

 

用水受水地点 ２箇所 

浄水場    ７箇所 

・松本市茶臼山計量器室 

・塩尻市柿沢計量器室 

浄水場 

 

 

・浄水場入口（原水） 

・浄水場出口（浄水） 

・処理過程 

（処理水２箇所、ろ過水３箇所） 

水 源 

 

 

 

 

 

・水道法に定められてはいない企業局独自

の検査項目 

 

９箇所 

・奈良井川５箇所 

（羽渕、奈良井ダム放流水、平沢、 

長瀬、片平） 

・奈良井ダム湖  

（水深 0､5､10､15､20m） 

・奈良井川流入生活排水２箇所 

（奈良井宿、平沢宿） 

・贄川農業集落排水 

  

５ 水質検査項目と検査頻度 

(1) 計量器室における検査 

  ① 水道法で検査が義務づけられている毎日検査項目（色、濁り、残留塩素濃度）、水質基準項目に

ついては全項目を検査します。検査頻度は水道法により項目別に定めた回数（毎日、月１回、年

４回）以上とし、項目や頻度の省略可能な検査についても項目や頻度の省略は行いません。 

（別表１、別表２） 

 

  ② 水質管理目標設定項目については浄水処理工程で二酸化塩素を使用していないため検査の必要

がない３項目（亜塩素酸、二酸化塩素及び過マンガン酸カリウム消費量）を除き、別表３の頻度

で検査します。 

 

  ③ 水質の安全を確認するために、独自に行っている項目について、別表４の頻度で検査します。 

 

 (2) 水源、浄水場における検査 

①  水源の監視と適正な浄水処理を行うため、河川水、ダム湖水、上流域の集落からの生活排水が

排出される支川（集落排水河川）、原水については水質基準項目、水質管理目標設定項目の内必

要な項目及びその他独自項目について、必要な頻度で検査します。（別表１、別表３、別表４） 

 

②  水質管理目標設定項目の１項目である農薬類は地域で多く使用されている種類について農薬使

用時期である５月～10 月に原水を月１回、浄水を１回検査します。（別表３、別表５） 

 

③ 浄水場出口（浄水）については計量器室とほぼ同等の項目と頻度で検査を行い、浄水処理過程に

おける沈殿池出口（処理水）及びろ過池出口（ろ過水）について管理上必要な検査を行います。

（別表１、別表３、別表４） 
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④ 水道水源となっている奈良井ダム湖水の水質の状況を把握するため、毎年４月～10 月の間、独

自に行っている項目について検査します。また、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指

針」に基づき、クリプトスポリジウム及びジアルジアの検査を浄水場の原水で年４回実施し、指

標菌である大腸菌の検査を原水で月２回、嫌気性芽胞菌の検査を原水で年４回実施します。 

（別表４） 

 

６ 排水の検査 

 浄水場から排出する排水の水質が、水質汚濁防止法及び公害の防止に関する条例に適合している

ことを確認するため、排水の検査を行うとともに、環境への影響を確認するため、排水口の上流及

び下流においても水質検査を実施します。 

 

７ 水質検査方法 

  水質検査は外部の検査機関に委託する一部の

項目を除き、松塩水道用水管理事務所で実施し

ます。（別表１、別表３、別表４） 

(1) 水質基準項目については「水質基準に関す

る省令の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る方法」により検査します。 

(2) 水質管理目標設定項目については厚生労働

省健康局水道課長通知「水質管理目標設定

項目の検査方法」により検査します。 

(3) その他の項目については「上水試験方法・

解説」（日本水道協会）等により検査します。 

 

８ 臨時の水質検査  

次のような場合に臨時の水質検査を実施します。検査項目については水質異常の場所、状況から判

断し決定します。 

(1) 水源の水質が著しく悪化したとき 

(2) 水源に異常があったとき 

(3) 水源付近、用水供給区域及びその周辺において消化器系感染症が流行又は流行のおそれがあると

き 

(4) 浄水処理過程において異常が発見されたとき 

(5) 送水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき 

(6) 長野県環境部が検査する水道水１キログラム（１リットル）に含まれる放射性セシウムの基準値

10 ベクレルを上回ったとき 

(7) その他特に必要があると認められるとき 

 

９ 水質検査の委託 

  水質基準項目中の「水銀及びその化合物」、「シアン化物イオン及び塩化シアン」、「臭素酸」、「陰イ

オン界面活性剤」、「非イオン界面活性剤」及び水質管理目標設定項目中の「農薬」については、厚生

労働大臣の登録を受けた外部検査機関に検査を委託します。その際の採水、運搬及び検査については、

「水質検査・管理業務等委託積算要領」（日本水道協会）により実施します。 

 

水質検査機器 

（ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計） 
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10 水質検査結果の評価 

  水質検査結果が基準を超えた場合及び超えるおそれがある場合には、直ちに原因究明を行い、基準

を満たす水質を確保します。 

  外部検査機関に検査を委託した水質検査結果についても、分析成績表等から適切な水質であること

を確認します。 

 

11 水質検査の公表 

毎年度作成する水質検査計画に基づき水質検査を行い、水質検査計画と水質検査結果はホームペー

ジにおいて公表します。これらの結果に対するお客様の意見を反映させて、翌年度の水質検査計画を

見直します。 

 

12 水質検査の精度と信頼性保証 

(1) 水質検査の精度 

   原則として基準値及び目標値の 10 分の１以下の値が得られ、10 分の１付近において変動係数

（CV）が金属類では 10％以下、有機物では 20％以下の精度を確保できる方法で検査します。 

 

(2) 信頼性保証 

   測定者により検査結果に差が生じないよう、各項目の分析方法及び分析機器の操作方法等のマニ

ュアルを作成し検査します。また、厚生労働省、長野県水道協議会及び長野県環境保全研究所の行

う外部精度管理に参加し、信頼性の保証に努めます。 

 

13 関係者との連携 

原水及び水道用水の汚染などの水質事故が発生した場合、供給区域の松本市、塩尻市、山形村及び

関係機関、水源（河川）管理者、県機関（地域振興局、保健所等）へ連絡するとともに、必要に応じ

て警察、消防、水質検査機関等の関係機関と連携し、情報交換しながら事故原因・汚染物質の把握に

努め、常に安全で良質な水道用水の供給を目指します。 
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別表１　水質基準項目
基
準
値

委
託

法
定
検
査
回
数

省
略
可
能

計
量
器
室

原
水

浄
水

処
理
水
１
・
２

ろ
水
１
・
２

ろ
水
３

羽
渕

ダ
ム
放
流

平

沢

・

長

瀬

・

片

平

ダ
ム
０
ｍ

ダ

ム

５
～

２

0

ｍ

集
落
排
水
河
川

贄
川
農
集

検査地点数 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 4 2 1

1 一般細菌 100個/ml 1/月 １/月 ２/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年 １/月

2 大腸菌 不検出 1/月 １/月 ２/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年 １/月

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L ○ 4/年 注２ ４/年 ４/年 ４/年 ２/年 ２/年 ２/年 １/年 １/年 ２/年

5 セレン及びその化合物 0.01mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

6 鉛及びその化合物 0.01mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

8 六価クロム化合物 0.02mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L ○ 4/年 注２ ４/年 ４/年 ４/年 １/年 １/年 １/年 １/年

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

13 ホウ素及びその化合物 1mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

14 四塩化炭素 0.002mg/L 4/年 注２ １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L 4/年 注２ １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

16
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L 4/年 注２ １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

17 ジクロロメタン 0.02mg/L 4/年 注２ １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L 4/年 注２ １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L 4/年 注２ １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

20 ベンゼン 0.01mg/L 4/年 注２ １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

21 塩素酸 0.6mg/L 4/年 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月

22 クロロ酢酸 0.02mg/L 4/年 ４/年 ４/年 ４/年

23 クロロホルム 0.06mg/L 4/年 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L 4/年 ４/年 ４/年 ４/年

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 4/年 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

26 臭素酸 0.01mg/L ○ 4/年 ４/年 ４/年 ４/年

27 総トリハロメタン 0.1mg/L 4/年 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L 4/年 ４/年 ４/年 ４/年

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 4/年 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

30 ブロモホルム 0.09mg/L 4/年 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L 4/年 ４/年 ４/年 ４/年

32 亜鉛及びその化合物 1mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

35 銅及びその化合物 1mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L 4/年 注２ １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

38 塩化物イオン 200mg/L 1/月 注２ １/月 ２/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L 4/年 注２ ４/年 ４/年 ４/年 ４/年 ４/年 ４/年 １/年 １/年 ２/年

40 蒸発残留物 500mg/L 4/年 注２ ４/年 ４/年 ４/年 ２/年 ２/年 ２/年 １/年 １/年 ２/年

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L ○ 4/年 注２ ４/年 ４/年 ４/年 １/年 １/年 １/年 ２/年

42 ジェオスミン 0.00001mg/L 注１ １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L 注１ １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L ○ 4/年 注２ ４/年 ４/年 ４/年 ２/年 ２/年 ２/年 １/年 １/年 ２/年

45 フェノール類 0.005mg/L 4/年 注２ ４/年 ４/年 ４/年 ２/年 ２/年 ２/年 １/年 １/年 ２/年

46 有機物(TOC) 3mg/L 1/月 注２ １/月 １/週 １/週 １/週 １/週 １/週 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

47 pH値 5.8-8.6 1/月 注２ １/月 ２/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年 １/月

48 味 異常でない 1/月 １/月 ３/日

49 臭気 異常でない 1/月 １/月 ３/日 ３/日 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年 １/月

50 色度 5度 1/月 注３ １/月 ３/日 ３/日 １/日 ２/週 １/日 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

51 濁度 2度 1/月 注３ １/月 ３/日 ３/日 １/日 ２/週 １/日 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

注１　藻類発生時期（５～10月）において １/月以上 ２/年 ２，８月、　集落排水のみ５月，11月 ７/年 ４～10月

注２　一定の条件を満たす場合には、 １/年または１/３年に減らすことが可能 ４/年 ５，８，11，２月 ２/月 第１、２週の火又は水曜日

注３　連続測定している場合　４/年　 ３/年 ６，８，10月 ２/週 火、金曜日

１/年 ８月 ６/年 ５～10月

別表２　毎日検査項目 １/週 月～金曜日が閉庁日の場合は省略

基準値

1 色 異常でない

2 濁り 異常でない

3 残留塩素 0.1mg/L以上

検査回数

1/日

1/日

1/日  
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別表３　水質管理目標設定項目
目
標
値

委
託

計
量
器
室

原
水

浄
水

処
理
水
１
・
２

ろ
水
１
・
２

ろ
水
３

羽
渕

ダ
ム
放
流

平

沢

・

長

瀬

・

片

平

ダ
ム
０
ｍ

ダ

ム

５
～

2

0

ｍ

集
落
排
水
河
川

贄
川
農
集

検査地点数 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 4 2 1

1 アンチモン及びその化合物 0.02mg/L １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

2 ウラン及びその化合物 0.002mg/L １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

3 ニッケル及びその化合物 0.02mg/L １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

4 削除

5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

6 削除

7 削除

8 トルエン 0.4mg/L １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L ４/年 ４/年 ４/年

10 亜塩素酸 0.6mg/L

11 削除

12 二酸化塩素 0.6mg/L

13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L ４/年 ４/年 ４/年

14 抱水クロラール 0.02mg/L ４/年 ４/年 ４/年

15 農薬類 1（注１） ○ 注２ 注３

16 残留塩素 1mg/L １/月 ３/日 ２/週 ２/週 １/日 １/月

17 カルシウム、マグネシウム等（硬度）（注４） 10-100mg/L ４/年 ４/年 ４/年 ４/年 ４/年 ４/年 ３/年 ３/年 ２/年

18 マンガン及びその化合物（注４） 0.01mg/L １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

19 遊離炭酸 20mg/L ４/年 ４/年 ４/年

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

21 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量） 3mg/L

23 臭気強度(TON) 3TON ４/年 ４/年 ４/年 ４/年 ４/年 ４/年 １/年 １/年 ２/年

24 蒸発残留物（注４） 30-200mg/L ４/年 ４/年 ４/年 ２/年 ２/年 ２/年 １/年 １/年 ２/年

25 濁度（注４） 1度 １/月 ３/日 ３/日 １/日 ２/週 １/日 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

26 pH値（注４） 7.5 １/月 ２/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年 １/月

27 腐食性(ランゲリア指数） -1～0 ４/年 ４/年 ４/年

28 従属栄養細菌 2000/mL １/月 １/月

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.1mg/L １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

注１　対象14項目の（検出値/目標値）の総和。（対象項目は別表５）

注２　農薬使用時期（５月～１０月）において １回/月検査する。

注３　農薬使用時期（５月～１０月）のうち１回(８月)検査する。

注４　基準項目の検査結果を目標値から評価する。  
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別表4　独自に検査を行う項目
目
標
値

委
託

計
量
器
室

原
水

浄
水

処
理
水
１
・
２

ろ
水
１
・
２

ろ
水
３

羽
渕

ダ
ム
放
流

平

沢

・

長

瀬

・

片

平

ダ
ム
０
ｍ

ダ

ム

５
～

2

0

ｍ

集
落
排
水
河
川

贄
川
農
集

検査地点数 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 4 2 1

1 ジェオスミン 0.000003mg/L(注１） １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

2 2-メチルイソボルネオール 0.000003mg/L(注１） １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

3 モリブデン 0.07mg/L １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

4 キシレン 0.4mg/L １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

5 大腸菌群数（最確数）（河川水） ２/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

6 大腸菌数（最確数） ２/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

7 大腸菌群数(排水） １/月

8 アンモニア態窒素 １/月 １/週 １/週 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年 １/月

9 溶存酸素量（ＤＯ） １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

10 生物化学的酸素要求量(BOD) １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

11 化学的酸素要求量(COD) ７/年 ３/年

12 浮遊物質量(SS) １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

13 全窒素 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

14 全リン １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

15 リン酸態リン １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

16 侵食性遊離炭酸 ４/年 ４/年 ４/年

17 クロロフィルａ １/月 １/月 ７/年 ３/年

18 アルカリ度 １/月 １/日 １/日 ２/週 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

19 電気伝導率 １/月 １/日 １/日 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年 １/月

20 油分（ＧＣ/ＭＳ） １/月 １/月

21 クリプトスポリジウム ○ ４/年

22 ジアルジア ○ ４/年

23 嫌気性芽胞菌 ○ ４/年

24 カルシウム １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

25 カルシウム硬度 １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

26 マグネシウム １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

27 マグネシウム硬度 １/月 ２/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

28 熔解性鉄 ２/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

29 熔解性マンガン ２/月 １/月 １/月 １/月 ７/年 ３/年 ２/年

30 ダム貯水率 ７/年

31 ダム透明度 ７/年

注１　長野県企業局が定めた水質管理目標値（基準項目の検査結果を目標値から評価する。）  
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別表５　農薬検査項目

農　薬　名 用　途
目標値
（mg/L）

委託

1 ジクワット 除草剤 0.005 ○

2 パラコート 除草剤 0.005 ○

3 ダイアジノン 殺虫剤 0.003 ○

4 フルアジナム 殺菌剤 0.03 ○

5 グリホサート 除草剤 2 ○

6 ブロモブチド 除草剤 0.1 ○

7 イミノクタジン 殺菌剤 0.006 ○

8 フェニトロチオン 殺虫剤 0.01 ○

9 クロロタロニル 殺菌剤 0.05 ○

10 ピラクロニル 除草剤 0.01 ○

11 オキサジクロメホン 除草剤 0.02 ○

12 アセフェート 殺虫剤 0.006 ○

13 トリフルラリン 除草剤 0.06 ○

14 エトフェンプロックス 殺虫剤 0.08 ○

検査項目数 14 14

※　原水の検査を５月～10月に１回／月、浄水の検査をこの期間に１回(８月）実施します。

検査委託項目数
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贄川観測所

贄川

茶臼山計量器室（検査地点）

妙義計量器室

藤井計量器室Ｂ１７

Ｂ１３

並柳計量器室

寿計量器室
松原計量器室

減圧弁

片丘第ニ計量器室

Ｂ９

東山分岐

Ｂ５

小坂田計量器室

柿沢計量器室（検査地点）

郷原計量器室

宗賀計量器室

床尾計量器室

本山計量器室
接合井

天日乾燥床

片平取水場

贄川観測所

今井第一配水池

本山浄水場（検査地点）

松本

塩尻
塩尻

塩尻北

松本

洗馬

日出塩

贄川

広丘

村井

南松本

奈
良
井
川

梓川

薄川

女
鳥
羽
川

田
川

牛伏川

鎖
川

小曽部川

１９

２０

153

１９

158

147

254

松本市

塩尻市

朝日村

山形村

波田町

安曇野市

辰野町

茶臼山支線
φ350 226m

妙義支線
φ400 802m

長野自動車道

中央本線

中央本線

篠
ノ
井
線

大糸線

上高地線

藤井支線
φ350 3,272m

φ350
1,207m

φ700
10,537m

並柳支線
φ400 508m

寿支線
φ400 26m 松原支線

φ350 993m

片丘支線
φ300 1,217m

東山支線
φ300 5,475m

東山支線
φ200 2,914m

φ800
3,284m

φ1,000
5,387m

送水管
φ1,100 7,406m

郷原支線
φ250 282m

床尾支線
φ400 1,548m

本山支線
φ200 552m

導水管
φ1,100 1,857m

導水トンネル
3,307m

並柳配水池

奈良井

木曽平沢

中央本線

奈良井川

奈良井ダム

１９

給水区域

奈良井ダム
（共有設備）

導・送水管

浄水場

計量器室等（検査地点は青色）

片丘計量器室

片丘ポンプ場

茶臼山ポンプ場

山形村計量器室

野村量器室

（別図）水質検査地点図

 


